
シ
L
E
-
-
シ
ノ

附
利
殖
し
た
も
の
で
あ
る
。

ジ
ト
ウ
シ
ツ
ミ
地
頭
七
海

i
シ

ツ

七

俗

(
羽
咋
〉
。

ジ
ト
ウ
マ
チ
地
頭

町

須

町
初
日
木
院
に
脳
す

る

mwm。
領
家
町
村
・
一
品
川
村
と
共
に
惣
総
し
て
出

来
と
い

か
。
明
治
中
に
主
っ
て
地
問
問
に
本
江
を
併

合
し
た
。

ジ
ト
h
y
イ
ン

慈
徳
院

加
知
滞
京
第
六
代
前
副

首
憾
の
女
総
縦
、
印
ち
前
川
利
幸
夫
人
の
法
制
批
。
詳

し
く
は
慈
徳
院
滋
鯨
妙
長
大
紡
。

シ
ト
ド
一

青
川
ト
郎
防
郷
一
背
庄
に
凶
す

る
郎
古
川
O

能
昌
明
白
引
跡
芯
に

『
此
村
に
釘
弘
法
大
肺
水

を
乞
ひ
給
ふ
に
、
水
を
進
ぜ
ざ
り
し
放
、
升
戸
を
剣

り
て
も
食
間
に
41
つ
水
な
L
o
V〈
此
村
の
孫
イ
郎
と

い
ふ
古
き
百
姓
の
邸
内
に
都
議
出
る
他
あ
り
。
』
と
記

J
'
v
h
v

。
シ
ト
ド
シ
ョ
ウ
一

昔
圧

邸
内
川
泌
に
在
っ
た
。

一
利
庄
は
保
元
二
年
抽
出
左
大
臣
醐
町
駅
船
長
の
凱
で
あ

っ
た
の
を
波
宮
し
て
院
制
と
な
し
、
間
三
年
に
は
石

山
水
入
怖
宮
釦
と
見
え
る
。
承
久
三
年
住
地
の
能
A
H

附
山
政
問
鍛
に
も

『
一
首
底
、
捌
十
川
』
と
あ
り
、

後
附
亦
一
狩
肢
が
あ
る
。

シ
ト
ド
シ
ョ
ウ
一

膏
庄

脱
出
部
に
似
し
、
滞

政
時
代
で
は
、
石山棉
・久
乃
木
・
岸
川
・商
・
新
庄
・
在

江
・4
H

九
日
・大
槻
・
春
木
・刑制坂
・
今
川
引
坂
・宋
坂
・
一

背
・黒
氏
・花
見
且
の
十
訂
ャ
村
を
宮
ん
で
居
た
。

シ
ト
ド
フ
カ
サ
ハ
一

青
深
選

一
九
州
一
川
臨
応
部

一叩刊の
内
の
小
字。

シ
ト
リ
シ
ョ
ウ

倭
文
庫

江
沼
郡
に
在
っ
た
。

江
泊
芯
稿
に
、
大
迫
寺
町
の
東
加
茂
村
訟
は
、
古
へ

山
城
賀
茂
枇
波
町
内
の
応
舗
に
、
六
番
を
加
烈
倭
文
庄

か
ら
別
措
上
げ
さ
せ
た
と
い
ふ
所
で
あ
る
と
記
す
る
。

シ
ト
リ
シ
ョ
ウ
カ
モ
ジ
ン
シ
ヤ

倭
文
庄
加
渓
神

シ
ナ
ガ
ハ
ナ
ホ
エ
キ
品
川
直
筆

泊
都
政
人
。

瓜
治
一
見
年
父
肱
前
列
死
の
後
、
そ
の
治
知
三
千
石
を

州出
f
・
江
文
中
小

・4
抑
を
阪
て
人
持
組
に
列
し
、
元

純
一苅
年
定
火
刑
に
、
代
永
二
年
天
徳
院
的
取
火
山
山

に
任
じ
、
F
T

保
元
年
間
目
し
た
。

シ
ナ
ガ
ハ
マ
サ
ナ
ホ
品
川
雅
直

通
群
左
門
。

制
紙
約
白
川
卯
隙
一土
の
寧
子
と
も
、
街
灯
大
納
言
の

一
ニ
子
と
も
い
ふ
。
前
回
利
治
に
仕
へ
て
円
既
も
震
用
せ

ら
れ
、
秩
政
三
千
石
を
筒
し
、
人
持
組
に
班
し
た
。

斑
治
元
年
前
凶
利
治
の
町
民
じ
た
時
、
雅
直
は
夙
に
殉

死
せ
ん
と
欲
し
た
が
、
院
に
窓
を
決
し
た
上
は
時
の

迎
法
を
諭
ぜ
ず
と
な
し
、
乃
ち
強
盗
し
て
日
夜
の
勤

社

江
沼
山
加
茂
に
在
る
。
式
内
等
笛
枇
記
に
、
『倭

文
庄
加
茂
耐
位
。
加
茂
銀
座
。
笛
仰
云
。
佐
古
以
来

加
到
同
倭
文
庄
金
加
庄
山
城
加
茂
領
也
。
放
競
府
之

際
一
肌
庄
uh畑
山
県
応
部
上
例
也
。
放
制
約
去
。
』
と
犯
す

る。
シ
ナ
ガ
ハ

品
川

能
央
制
的
茶
屋
の
遊
女
。
品

川
の
例
入
に
金
持
野
町
茶
屋
野
兵
術
の
次
子
徳
兵
衛

が
あ
っ
て
、
品
川
を
務
抑
制
せ
ん
と
し
て
居
た
。
品
川

之
を
お
び
、
自
ら
身
m
p
A

の
詑
を
助
け
ん
が
路
、
筒
っ

て
刊
草
山
日
の
W
M
符
に
秋
披
を
送
っ
た
に
、
徳
兵
衛
は
そ

の
挺
芯
あ
る
を
縦
ひ
、
文
政
元
年
九
月
三
日
之
を
刺

し
た
。
品
川
出
向
に
臨
ん
で
れ
を
告
げ
、
徳
兵
衛
は
己

の
料
取
を
怖
い
て
自
省
し
た
。

シ
ナ
ガ
ハ
ウ
キ
ヨ
ウ
品
川
右
京

一
に
右
兵
衛

に
作
る
。
知
行
千
石
。
路
長
サ
九
年
三
且
七
日
前
山

間
坊
・内
際
徳
胞
却
す
と
共
に
、
切
支
品
川
信
仰
の
徒
た

る
を
以
て
加
れ
滞
か
ら
京
聞
の
磁
針
伊
到
守
に
越
さ

れ
、
間
九
月
二
十
凶
日
阿
蝋
諮
へ
放
逐
さ
れ
た
。

シ
ナ
ガ
ハ
チ
ョ
ウ
品
川
町

金
刊
の
町
名
。
務

士
品
川
氏
の
邸
宅
が
あ
っ
た
弘
め
抑
制
し
た
も
の
で
あ

る。

行
を
怠
ら
ず
、
持
活
の
事
終
る
に
及
ん
で
小
松
か
ら

金
搬
に
蹄
り
、
十
二
且
四
日
質
問
寺
に
絡
で
L

侯
の

鎚
脚
を
奔
し
、
仰
殿
の
附
に
庖
肢
の
訓
舗
を
設
け
、
河

口
入
郎
右
衛
門
を
し
て
介
錯
せ
し
め
た
。
時
に
粧
直

の
殉
ず
る
こ
と
他
に
比
し
て
最
も
温
か
っ
た
か
ら
、

昨
入
の
怯
協
と
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
門
を
山
聞
き
務
を

袈
げ
、
衆
を
し
て
そ
の
思
胞
の
紋
を
見
し
め
た
と
い

ふ
。
時
に
年
三
十
回
。
法
銃
器
翁
儲
3
居
士
。

シ
ナ
ジ
ナ
チ
ョ
ウ
ロ
国
々
帳
村
々
諸
施
品
々
帳

の
略
聡
で
、
各
村
の
高
及
び
%
を
剥
奪
し
、
百
姓
人

別
に
持
訪
を
把
入
し
‘た
般
加
を
い
ふ
。
注
文
十

一
年

に
初
白
、
組
制
叫
曲
川
の
十
村
が
、
そ
の
組
を
一
加
と
し

た
も
の
二
泌
を
製
し
、

一
通
は
十
村
之
を
保
管
し
、

一
通
は
改
作
所
に
池
鐙
し
て
飽
い
た
。
悲
し
百
姓
の

切
高
・取
前
を
な
し
た
時
は
、
品
々
般
に
持
お
の
柄

滅
を
付
札
と
し
て
ぽ
作
所
に
犯
出
し
、
潜
行
は
之
に

出
目
印
し
て
返
附
す
る
と
同
時
に
、
改
作
成
附
付
の
品

品
級
に
も
付
札
を
な
し
む
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ナ
ゼ
ン
セ
ツ
ズ
シ
キ
支
那
鵡
刺
図
式

石
川

郡
大
東
寺
の
製
献
で
、

一
に
沼
山
十
剃
刷
と
も
い
は

れ
、
紙
本
曇
也
、
幅=一

O
極=一
、
上
容
全
長
ご
一
六

入
組
一

、
下
谷
一

凶
六
纏
入
を
有
し
、
明
治
問
↑
四

年
四
且
附
貸
に
指
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
、
都
宗
の
謀
関
と
し
て
知
ら
れ
た
南
支
那
の

名
刺
中
、
笹
山・

富
山

市
醐
隠
金
山
・
育
王
山

-m山
・

天
寂
山・
何
山
容
に
就
き
て
、
一
段
字
の
川
町
痘
絞
式
、
堂

内
の
設
備
及
び
倒
H
H

の
形
欽
等
、
各
震
の
方
商
に
亙

っ
て
特
色
あ
る
も
の
を
蒐
集
闘
示
し
た
も
の
で
、
そ

の
配
列
は
組
俗
的
で
な
い
が
、
笹
山
・金
山
の
仰
段
、

青
王
山
の
洗
面
眠
、
容
山
の
水
館
、
天
変
山
の
花
焔

口、

そ
の
他
趨
天
日
搭
林
告
容
の
倒
、
俗
営
念
揃
及

び
巡
堂
の
問
、
情
衆
配
列
の
座
位
‘
諸
山
の
扇
額
等
、

皆
支
那
郡
刺
の

一
斑
を
寂
ふ
に
足
る
べ
き
も
の
で
あ

一ー
シ
ナ
ミ
ヤ
マ

し

や
み
山
。

シ
ナ
ン
主

代
田

羽
咋
消
土
川
陀
に
凶
す
る

m

w問
0
4

Y

一
フ
ノ
〆
志
向叫刷。

ジ
ノ
コ
地
白
粉

悶
奈
川
愉
舟
の
東
方
小
的
山

か
ら
録
集
す
る
砲
務
土
で
、
見
文
の
凶
か
ら
地
の
紛

の
街
を
以
て
探
擦
の
下
地
塗
料
と
し
て
問
ひ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
崎
町
桜
慌
の
堅
牢
な
る
は
、

一
に
之

を
下
地
に
用
ひ
る
に
よ
る
と
い
は
れ
る
。

シ
ノ
ダ
ゴ
ザ
Z

モ
ン

篠
田
五
左
衛
門
初
め
御

録
用
者
小
頭
と
し
て
新
知
入
十
石
を
受
け
、
後
組
外

に
列
し
、
二
十
石
を
加
へ

、
文
政
十
年
波
し
た
。
子

孫
制
綴
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

シ
ノ
ダ
コ
主
ロ
ウ

信
田
小
太
郎
石
川
郡
宮
腰

に
信
問
小
太
郎
の
滞
在
し
た
取
が
あ
る
と
て
、
大
野

，、
九

る。

こ
の
容
は
、
も
と
永
平
寺
に
在
っ
た
も
の
で
、

徹
辺
義
介
が
将
来
で
あ
る
と
併
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
と

同
種
の
も
の
は
‘
ま
た
京
都
の
京
師
寺
に
存
し
、
そ

の
閉
山
型
一
凶
師
の
犯
し
た
腕
で
あ
る
と
い
ふ
。
読

し
悶
悶
抑
聞
の
入
来
し
た
の
は
務
副
ん
年
で
あ
る
と

ぜ
ら
れ
、
義
介
の
渡
保
は
之
に
後
る
ム
こ
と
二
十
四

年
で
、
二
人
が
共
に
求
法
以
外
、
か
の
同
制
林
の
抑
制

服
な
る
を
見
、
法
式
法
則
川
一
一
切
の
駅
物
を
模
倣
せ
ん

と
し
た
紡
mm、
此
の
如
き
見
取
式
の
略
川
酬
を
搬
入
す

る
に
主
っ
た
の
で
あ
ら
・ヲ
O

大
束
帯
の
支
抑
制
制判例

式
は
、
災
拠
ね
し
て
近
術
家
の
抑
制
す
る
一
郎
と
な
り
、

包
山
精
舎
器
本
の
組
世
躍
を
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

シ
ナ
ノ
キ
カ
ハ

級
木
皮

加
れ
古
跡
考
に
、
石

川
部品
川谷
・
二
伐
・絞
賂
・一卜
折
・内
地
・
拠
地
・
木
的
、

こ
の
七
よ
判
よ
り
し
な
の
木
町
山
止
を
剥
い
で
制
と
L
、

或
は
駄
肘
の
尚
地
を
松
ふ
に
用
」
る
お
政
川
す
。
古

へ
し
な
の
皮
お
ど
し
の
鉛
と
精
し
た
は
、
日
正
を
以
て

よ
ろ
う
た
・
も
の
で
あ
る
と
犯
す
る
。

し
な
み
山

J
シ
ャ
ミ
ヤ
マ

圃


